
移
住
就
業
支
援
金
を

支
給
し
ま
す

東
京
圏
か
ら
の
移
住
を
支
援
し
ま
す

政策推進課

( 本庁舎 4 階 )

0538-37-4805

0538-36-8954

☎

ＦＡＸ

磐
田
市
で
は
、
東
京
23
区
の
在
住
者
ま
た
は
東
京
圏

（
東
京
・
神
奈
川
・
千
葉
・

埼
玉
）
在
住
で
東
京
23
区
へ
の
通
勤
者
が
、
磐
田
市
内
に
移
住
し
、
静
岡
県
が
選
定

し
た
中
小
企
業
に
就
職
し
た
場
合
な
ど
に
、
移
住
・
就
業
へ
の
支
援
と
し
て
１
０
０
万

円

（単
身
の
場
合
は
60
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
金
額

1
世
帯
１
０
０
万
円

（単
身
の
場
合
は
60
万
円
）

※
18
歳
未
満
の
世
帯
員
を
帯
同
し
て
移
住
す
る
場

合
は
、
18
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
き
１
０
０
万

円
を
加
算

申
請
期
限

令
和
6
年
１
月
18
日
㈭

申
請
を
お
考
え
の
方
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い

対
象
者

移
住
元
要
件
と
移
住
先
要
件
を
満
た
す
方
の
う

ち
、
次
の
①
と
②
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
方

①
申
請
時
に
移
住
か
ら
3
カ
月
以
上
1
年
以
内

で
あ
る
方

②
申
請
後
5
年
以
上
継
続
し
て
磐
田
市
へ
居
住

す
る
意
思
が
あ
る
方

移
住
元
要
件

次
の
①
と
②
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
方

①
移
住
す
る
直
前
の
10
年
間
の
う
ち
、
通
算
５

年
以
上
、
東
京
23
区
内
に
在
住
ま
た
は
東

京
圏

（
条
件
不
利
地
域
を
除
く
）
に
在
住

し
、
東
京
23
区
内
へ
通
勤
な
ど
し
て
い
た
方

②
移
住
す
る
直
前
に
、
連
続
し
て
１
年
以
上
、

東
京
23
区
内
に
在
住
ま
た
は
東
京
圏

（
条

件
不
利
地
域
を
除
く
）
に
在
住
し
、
東
京

23
区
内
へ
通
勤
な
ど
し
て
い
た
方

移
住
先
要
件

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方

①
静
岡
県
が
マ
ッ
チ
ン
グ

サ
イ
ト
に
移
住
・
就
業

支
援
金
の
対
象
と
し
て

掲
載
す
る
企
業
に
新
規
就
業
し
た
方

②
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
室
が
実
施
す
る
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
事
業
ま
た
は
先
導
的
人

材
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
を
利
用
し
て
新
規
就
業

し
た
方

③
東
京
圏
在
住
の
会
社
員
な
ど
が
自
己
の
意
思

に
よ
り
移
住
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
で
移
住
元
の

業
務
を
引
き
続
き
行
う
方

④
移
住
す
る
直
前
の
３
年
間
に
磐
田
市
が
市
内

で
開
催
す
る
企
業
見
学
会
に
参
加
し
て
県
内

中
小
企
業
に
就
職
し
た
方

⑤
移
住
す
る
直
前
の
３
年
間
に
市
内
企
業
で
就
労

体
験
を
し
て
県
内
中
小
企
業
に
就
職
し
た
方

⑥
過
去
に
通
算
１
年
以
上
磐
田
市
に
住
民
登
録

が
あ
り
、
県
内
中
小
企
業
に
就
職
し
た
方

⑦
静
岡
県
の
事
業
に
よ
る
起
業
支
援
金
の
交
付

決
定
を
受
け
た
方

申
請
方
法

申
請
書(

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可)

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添

え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送(

〒
４
３
８
ー
８
６
５
０

国
府
台
３
番
地
１)

で
政
策
推
進
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

そ
の
他

移
住
就
業
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
掲
載
し
た
内

容
以
外
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
政
策
推
進

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ページ番号

1007069

▲しずおか
   就職 net
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第
３
期
市
民
後
見
人

候
補
者
養
成
講
座

支
援
が
必
要
な
人
の
権
利
擁
護
の
た
め
の人

材
育
成
を
進
め
ま
す

成年後見支援センター

（i プラザ 1 階）

0538-37-2792

0538-37-4866

☎

ＦＡＸ

認
知
症
や
知
的
・
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判

断
能
力
に
不
安
が
あ
る
人
に
対
し
、
同
じ
地
域
で

暮
ら
す
市
民
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
や
財
産
管

理
な
ど
を
行
う

「
市
民
後
見
人
」
の
候
補
者
養
成

講
座
を
国
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
て
実
施
し
ま

す
。
地
域
貢
献
や
社
会
参
加
に
興
味
を
お
持
ち
の

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

市
民
後
見
人
と
は

市
民
後
見
人
は
、
親
族
や
弁
護
士
等
の
専
門
職

で
は
な
く
、
一
般
市
民
が
務
め
る
成
年
後
見
人
で
、

自
治
体
な
ど
が
実
施
す
る
養
成
講
座
を
受
講
し
た

市
民
の
中
か
ら
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
と
は

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や
知
的
障
が
い
、

精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り

「
判
断
能
力
が
十
分
で

な
い
方
」
が
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
、

ご
本
人
の
権
利
や
財
産
を
守
り
、
意
思
を
尊
重
し

た
生
活
が
で
き
る
よ
う

「
成
年
後
見
人
等
」
を
選

び
、
支
援
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

ページ番号

1012262

市
民
後
見
人
に
な
る
た
め
に
は

事
前
説
明
会
へ
の
参
加
後
、
講
座
の
受
講
と
レ

ポ
ー
ト
、
面
接
に
よ
る
選
考
を
経
て
、
候
補
者
名

簿
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
名

簿
登
録
者
の
中
か
ら
、
申
し
立
て
に
よ
り
裁
判
所

が
選
任
し
ま
す
。

活
動
内
容

・
通
帳
の
管
理
や
支
払
い
の
お
手
伝
い

・
医
療
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
契
約　

・
定
期
的
な
訪
問
や
見
守
り　

な
ど

成
年
後
見
人
等
選
任
の
状
況

令
和
４
年
中
に
全
国
で
成
年
後
見
人
等
が
選
任

さ
れ
た
件
数
は
、
約
３
万
９
５
０
０
件
で
、
そ
の

内
４
親
等
以
内
の
親
族
後
見
が
20
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。
残
り
80
％
は
、
弁
護
士
や
司
法
書
士
、
社

会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職
後
見
と
社
会
福
祉
協
議

会
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
法
人
後
見
で
、
本
人
に
寄
り

添
い
支
援
す
る
市
民
後
見
人
選
任
は
、
０
・
8
％

と
現
時
点
で
は
、
少
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
民
後
見
人
候
補
者
の
養
成

成
年
後
見
制
度
の
利
用
者
数
は
、
令
和
４
年
以

前
の
５
年
間
で
毎
年
２
％
～
３
％
の
割
合
で
増
加

し
て
お
り
、
今
後
は
専
門
職
の
選
任
が
困
難
に
な

る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
身
近
な

存
在
と
し
て
、
本
人
の
意
思
を
丁
寧
に
把
握
し
な

が
ら
、
市
民
感
覚
を
活
か
し
た
き
め
細
や
か
な
後

見
活
動
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
市
民
後
見
人
の

役
割
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
全
国
で
も
養
成
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

権
利
擁
護
講
演
会

参
加
者
募
集

「権
利
擁
護
を
支
え
る

地
域
福
祉

（地
域
住
民
）
の
役
割
」

認
知
症
や
知
的
・
精
神
に
障
が
い
の
あ

る
方
を
地
域
で
支
え
て
い
く
た
め
に
、
私

た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
ま
す

と
き　

7
月
22
日
㈯　

午
後
1
時
30
分
～

場
所　

ワ
ー
ク
ピ
ア
磐
田　

多
目
的
ホ
ー
ル

講
師　

静
岡
福
祉
大
学　

学
長

増
田
樹
郎
氏

定
員　

1
5
0
人

申
込　

7
月
18
日
㈫
ま
で

に
電
子
申
請
で
成

年
後
見
支
援
セ
ン

タ
ー
へ

▲電子申請

第
３
期
市
民
後
見
人
候
補
者

養
成
講
座
事
前
説
明
会

と
き　

７
月
31
日
㈪　

午
後
１
時
30
分
～

場
所　

豊
田
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、
市
民
後

見
人
の
活
動
に
興
味
の
あ
る
20
歳
以

上
の
方

内
容　

①
成
年
後
見
制
度
利
用
の
現
状
と
市

民
後
見
人
の
役
割

（基
調
講
演
）

②
養
成
講
座
受
講
説
明　

な
ど

定
員　

30
人
程
度

申
込　

7
月
27
日
㈭
ま
で

に
電
子
申
請
で
成

年
後
見
支
援
セ
ン

タ
ー
へ

そ
の
他　
「
市
民
後
見
人
候
補
者
養
成
講
座
」

の
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
説
明

会
へ
の
参
加
が
必
須
で
す

▲電子申請
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令
和
４
年
度

　
　

 
予
算
執
行
状
況

市
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

財政課

（本庁舎 4 階）

0538-37-4883 

0538-36-8954

☎

ＦＡＸ

ページ番号

1011699

ページ番号

1002635

罹り

災
証
明
書
、

   

被
災
証
明
書
の
申
請

市税課

（本庁舎 1 階）

0538-37-4809

0538-33-7715

☎

ＦＡＸ

「罹
災
証
明
書
」、
「被
災
証
明
書
」
と
は

災
害
に
よ
り
被
災
し
た
家
屋
な
ど
の
被
害

程
度
や
原
因
な
ど
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

「
罹
災
証
明
書
」
は
住
家
の
被
害
程
度
を
証

明
、
「
被
災
証
明
書
」
は
住
家
以
外
の
建
造
物

や
工
作
物

（
物
置
、
カ
ー
ポ
ー
ト
な
ど
）
の

被
災
事
実
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
証
明
書
は
支
援
金
の
支
給
や
義

援
金
の
配
分
、
家
屋
の
応
急
修
理
な
ど
の
判

断
材
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
保

険
金
や
見
舞
金
の
請
求
、
学
校
や
会
社
か
ら

の
災
害
給
付
金
な
ど
各
種
支
援
の
届
け
出
に

も
活
用
さ
れ
ま
す
。

申
請
方
法

申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送

（
〒
4
3
8
ー
8
6
5
0　

国
府
台
3
ー
1
）、

電
子
申
請
で
市
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

罹
災
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
現
地

調
査
を
実
施
し
、
後
日
交
付
し
ま
す
。

必
要
書
類

・
被
害
の
状
況
を
確
認
で
き
る
写
真

・
修
理
費
用
の
分
か
る
見
積
書
お
よ
び
請
求
書

（写
真
が
な
い
場
合
）

・
本
人
確
認
書
類

（
罹
災
証
明
を
電
子
申
請
す
る

場
合
の
み
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
必
須
）

申
請
期
限

災
害
発
生
日
か
ら
６
カ
月
以
内

（厳
守
）

そ
の
他

・
火
災
に
よ
る

「
罹
災
証
明
書
」
は
、
消
防
本
部
お

よ
び
消
防
署
、
分
遣
所
で
受
け
付
け
し
て
い
ま
す

・
農
作
物
の

「
被
災
証
明
書
」
は
、
農
林
水
産
課

（西
庁
舎
1
階
）
で
受
け
付
け
し
て
い
ま
す

申
請
期
限
は
災
害
発
生
日
か
ら
６
カ
月
以
内
で
す

市
で
は
、
条
例
に
基
づ
き
、
市
の
財
政
状
況
を
年
2

回
公
表
し
て
い
ま
す
。

令
和
4
年
度
下
半
期

（
令
和
5
年
3
月
31
日
現
在
）

の
予
算
執
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

会計名 予算額 収入済額 支出済額

一般会計 716億6,457万円
655億9,436万円 

（９１. ５%）

597億8,076万円 

（８３. ４%）

特別会計

（国民健康保険 ・ 介護保険など）
327億4,110万円

304億1,782万円

（９２.9%）

283億2,803万円

（８６. ５%）

公営企業会計

（上下水道事業・病院事業）
385億8,867万円

335億5,033万円

（９5.1%）

365億8,397万円

（９4.8%）

予算の執行状況

市の財産状況

市
有
財
産

地
方
債

・
一
時

 

借
入
金
の
現
在
高

※基金とは、 条例に基づいて積み立てた市の貯金のことです

区分 現在高

土地 515万791㎡

建物 50万9,145㎡

基金※ 149億6,054万円

有価証券 8億7,008万円

◎人口 ： 167,375 人
（令和 5 年 3 月 31 日現在）

軽自動車税など
3,783円

都市計画税
8,874円

市たばこ税
6,289円

固定資産税
78,289円

市民税（法人含む）
       67,812円

41.1%

47.4%

5.4%

3.8% 2.3%

昨年同期比
9,481円増

合 計
165,047円

その他（消防・農業・商業観光振興など）
         46,394円

合 計
357,167円保健・ごみ対策など

     35,309円

福祉事業など
          131,204円

道路・公園など
36,713円

借金の返済
31,645円

学校運営など
  36,959円

10.9%
10.3%

36.7%

10.3%

8.9%

9.9%

13.0%

昨年同期比
36,964円減

防災・地域振興など
   38,943円

種類 現在高

地
方
債

一般会計 526億6,315万円

特別会計 2億4,065万円

公営企業会計 412億6,418万円

一時借入金 0円

一人当たりに使われた金額 （一般会計） 一人当たりの市税負担額 （一般会計）

▲被災証明書

　 （ロゴホーム）

▲罹災証明書

　　（マイナポータル）

（　） 内は執行率
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ページ番号

1002190

樹
木
所
有
者
の

　
　
　
　
　
　

 

皆
さ
ん
へ

道路河川課

（西庁舎２階）

0538-37-4808

0538-32-3948

☎

ＦＡＸ

個
人
の
所
有
地
か
ら
道
路
に
樹
木
な
ど
が

張
り
出
し
、
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
箇
所

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
樹
木
や
生
垣
、
草
な

ど
が
車
道
や
歩
道
に
張
り
出
し
て
い
る
と
、
車

両
や
歩
行
者
な
ど
の
通
行
の
安
全
に
支
障
を

き
た
す
だ
け
で
な
く
、
事
故
が
発
生
す
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
原
因
と
な
り
通

行
者
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
土
地
所

有
者
の
方
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

土
地
お
よ
び
樹
木
の
所
有
者
の
方
は
、
樹

木
な
ど
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

作
業
時
の
注
意
事
項

①
電
線
や
電
話
線
が
あ
る
箇
所
の
作
業
は
、

事
前
に
最
寄
り
の
中
部
電
力
㈱
営
業
所
ま

た
は
N
T
T
支
店
に
連
絡
し
、
作
業
を
行
っ

て
く
だ
さ
い

②
作
業
時
は
、
通
行
す
る
歩
行
者
や
自
転
車

な
ど
の
安
全
確
保
と
、
樹
木
か
ら
の
転
落

な
ど
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い

磐
田
市
危
険
木
除
去
事
業
費

補
助
制
度
の
ご
案
内

樹
木
の
所
有
者
に
対
し
、
倒
木
に
よ
り
磐

田
市
道
の
道
路
交
通
の
危
険
と
な
る
恐
れ
が

あ
る
樹
木
を
根
元
か
ら
除
去
す
る
の
に
掛
か
っ

た
費
用
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
詳
し
く
は
、

除
去
実
施
前
に
道
路
河
川
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

・
対
象
と
な
る
樹
木

木
の
高
さ
が
お
お
む
ね
10
ｍ
以
上
、
か
つ

幹
の
太
さ
が
胸
高
で
20
㎝
以
上
あ
る
樹
木
で
、

倒
木
に
よ
り
磐
田
市
道
を
ふ
さ
ぐ
な
ど
の
交

通
の
支
障
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
も
の

・
補
助
金
額

樹
木
の
所
有
者
な
ど
が
樹
木
を
除
去
す
る

の
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
経
費
の
２
分
の
１

以
内
で
上
限
20
万
円

・
注
意
事
項

・
剪
定
や
枝
払
い
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

・
除
去
作
業
後
の
申
請
は
受
け
付
け
て
お
り
ま

せ
ん
。
事
前
に
道
路
河
川
課
へ
対
象
の
可
否

に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い

ページ番号

1001148

土
の
う
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を

　
　
　
　
　

ご
活
用
く
だ
さ
い

道路河川課

（西庁舎２階）

0538-37-4808

0538-32-3948

☎

ＦＡＸ

近
年
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
と
い
わ
れ
る
短
時
間
で

局
地
的
に
降
る
大
雨
や
、
台
風
な
ど
に
よ
る
浸

水
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
被
害
を
で
き
る

だ
け
少
な
く
す
る
た
め
に
は
、
行
政
の
対
応
と

と
も
に
、
地
域
の
み
な
さ
ん
に
も
自
ら
行
動
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
大
雨
に
備
え
自
分
で
土
の
う
を
作

製
し
て
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
け
る
場
所

「
土
の

う
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
方
法

・
下
記
の
担
当
課
で
申
請
書
を
記
入
し
て
い
た

だ
き
ま
す

・
一
度
の
申
請
に
つ
き
、
一
世
帯
当
た
り
土
の

う
20
袋
を
上
限
と
し
ま
す

・
作
製
場
所
を
案
内
し
ま
す
の
で
、
自
ら
作
製

し
て
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い

・
作
製
し
た
土
の
う
の
管
理
や
保
管
は
、
自
分

で
行
っ
て
く
だ
さ
い

・
安
全
の
た
め
、
荒
天
時
や
夜
間
に
お
け
る
作

製
は
禁
止
し
ま
す

・
浸
水
対
策
の
た
め
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る
樹
木
な
ど
の
適
正
管
理
を

台
風
な
ど
の
大
雨
に
備
え
て
安
心

設置場所・問合せ

道路河川課 (西庁舎 ) ☎ 0538-37-4808

福田支所 市民生活課 ☎ 0538-58-2370

竜洋支所 市民生活課 ☎ 0538-66-9100

豊田支所 市民生活課 ☎ 0538-36-3150

豊岡支所 市民生活課 ☎ 0539-63-0020

▲西庁舎北側に設置された

　土のうステーション

受付時間　午前8時30分～午後5時15分

　　　　　　　※月～金曜日　（祝日、年末年始を除く）

15
広
報 14

広
報2023年（令和5年） 6月号 2023年（令和5年）6月号



副
業
・
兼
業
人
材
活
用

   　
 

促
進
事
業
費
補
助
金

副
業

・
兼
業
人
材
の
活
用
で
課
題
を
解
決
！

☎

ＦＡＸ

ページ番号

1004448

情
報
公
開
制
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　

活
用
の
方
へ
市民相談センター

（本庁舎 1 階）

0538-37-4746

0538-39-2262

☎

ＦＡＸ

情
報
公
開
制
度
と
は

情
報
公
開
制
度
と
は
、
市
民
参
加
に
よ
る

開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
市
が
管

理
し
て
い
る
公
文
書
を
市
民
な
ど
か
ら
の
請

求
な
ど
に
基
づ
い
て
公
開
を
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
制
度
に
よ
り
、
市
で
は
市
政
に
対
す
る
市

民
な
ど
か
ら
の
信
頼
性
の
確
保
や
市
政
の
透

明
性
の
向
上
、
市
民
参
加
の
充
実
に
努
め
て

い
ま
す
。

令
和
４
年
度
に
受
け
た
請
求
な
ど
の
件
数

は
、
１
３
１
件
で
、
全
部
公
開
が
52
件
、
一

部
公
開
が
26
件
、
非
公
開
が
12
件
、
不
存
在

が
41
件
で
し
た
。

公
文
書
は
公
開
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て

い
ま
す
。
法
律
で
は
公
開
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

も
の
や
、
個
人
を
特
定
で
き
る
情
報

（
個
人

情
報
）
な
ど
、
公
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

公
文
書
を
請
求
で
き
る
方

ど
な
た
で
も

公
開
の
手
続
き

所
定
の
書
式

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
直

接
ま
た
は
郵
送
・
F
A
X
で
市
民
相
談
セ
ン

タ
ー

（
〒
4
3
8
ー
8
6
5
0　

国
府
台
3
ー

1
本
庁
舎
1
階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
請
求
フ
ォ
ー
ム
か
ら

で
も
請
求
で
き
ま
す
。

原
則
と
し
て
請
求
の
日
か
ら
15
日
以
内
に

公
開
の
有
無
を
決
定
し
、
ご
連
絡
し
ま
す
。

手
続
き
や
閲
覧
は
無
料
で
す
が
、
写
し
の

交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
費
用
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

な
お
、
請
求
に
対
し
て
公
開
し
な
い
旨
の

決
定
に
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
り
開
か
れ
た
市
政
を
目
指
し
て

経済観光課

（西庁舎 1 階）

0538-37-4819

0538-37-5013

専
門
的
な
技
術
を
持
つ
人
材
の
活
用
に
よ

り
、
企
業
の
生
産
性
向
上
や
社
員
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
を
図
る
市
内
中
小
企
業
な
ど
を
支
援

す
る
た
め
、
副
業
・
兼
業
人
材
を
活
用
す
る

事
業
者
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

申
請
期
限　

令
和
６
年
３
月
31
日

※
副
業
・
兼
業
人
材
ま
た
は
紹
介
会
社
と
契
約

し
て
か
ら
14
日
以
内
に
申
請
し
、
令
和
６
年

３
月
31
日
ま
で
に
事
業
が
完
了
す
る
こ
と

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了

対
象
要
件

①
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
事
業

者
・
個
人
事
業
主
ま
た
は
従
業
員
数
が

３
０
０
人
以
下
の
医
療
法
人
・
社
会
福
祉

法
人
で
あ
る
こ
と

②
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

③
静
岡
県
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
戦
略
拠

点
を
利
用
し
、
副
業
・
兼
業
人
材
ま
た
は

登
録
人
材
紹
介
会
社
と
契
約
を
結
び
、
取

り
組
み
を
行
う
こ
と

ページ番号

１０10648

対
象
経
費

副
業
・
兼
業
人
材
に
支
払
う
報
酬
、
登
録

人
材
紹
介
会
社
に
支
払
う
紹
介
手
数
料
ま

た
は
業
務
委
託
料

補
助
額　

副
業
・
兼
業
人
材
一
人
当
た
り
補
助
対
象

経
費
の
2
分
の
1
以
内

（上
限
24
万
円
）

年
度
内
に
2
人
ま
で

※詳しくは市ホームページをご確認ください
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ページ番号

1012314

い
わ
た
節
電
促
進

　
　
　
　
　
　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

環境課

（西庁舎 1 階）

0538-37-4874

0538-37-5565

☎

ＦＡＸ

防
ご
う

　
　
　
　

ペ
ッ
ト 

ト
ラ
ブ
ル

環境課

（西庁舎 1 階）

0538-37-2702

0538-37-5565

☎

ＦＡＸ

市
に
は
、
動
物
に
関
す
る
苦
情
や
相
談
が

毎
年
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ペ
ッ
ト
の
飼

い
主
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
域
の
方
も

動
物
と
の
接
し
方
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

実
際
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
相
談
事

犬・
リ
ー
ド
を
付
け
ず
に
散
歩
を
し
て
い
る

・
フ
ン
を
持
ち
帰
ら
ず
に
放
置
し
て
い
る

・
鳴
き
声
が
う
る
さ
い

猫・
近
所
の
方
が
置
き
餌
を
し
て
い
る
た
め
、
近

く
に
野
良
猫
が
集
ま
り
、
フ
ン
や
尿
を
庭
に

さ
れ
て
し
ま
う

・
猫
が
増
え
す
ぎ
て
、
飼
え
な
く
な
っ
た

節
電
を
達
成
し
た
家
庭
に
抽
選
で
賞
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

ペ
ッ
ト
と
幸
せ
な
時
間
を
過
ご
す
た
め
に

専
門
的
な
技
術
を
持
つ
人
材
の
活
用
に
よ

り
、
企
業
の
生
産
性
向
上
や
社
員
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
を
図
る
市
内
中
小
企
業
な
ど
を
支
援

す
る
た
め
、
副
業
・
兼
業
人
材
を
活
用
す
る

事
業
者
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

申
請
期
限　

令
和
６
年
３
月
31
日

※
副
業
・
兼
業
人
材
ま
た
は
紹
介
会
社
と
契
約

し
て
か
ら
14
日
以
内
に
申
請
し
、
令
和
６
年

３
月
31
日
ま
で
に
事
業
が
完
了
す
る
こ
と

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了

対
象
要
件

①
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
事
業

者
・
個
人
事
業
主
ま
た
は
従
業
員
数
が

３
０
０
人
以
下
の
医
療
法
人
・
社
会
福
祉

法
人
で
あ
る
こ
と

②
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

③
静
岡
県
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
戦
略
拠

点
を
利
用
し
、
副
業
・
兼
業
人
材
ま
た
は

登
録
人
材
紹
介
会
社
と
契
約
を
結
び
、
取

り
組
み
を
行
う
こ
と

　

節
電
に
取
り
組
も
う

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
か
ら
排
出
さ
れ
る

二
酸
化
炭
素
を
減
ら
す
た
め
、
家
庭
に
お

け
る
節
電
を
促
進
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実

施
し
ま
す
。
節
電
を
達
成
し
た
家
庭
の
う
ち
、

各
月
抽
選
で
30
人
に
賞
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。

対
象前

年
と
比
べ
電
気
使
用
量
を
減
ら
す
こ
と

が
で
き
た
家
庭

対
象
月

７
月
～
9
月

※
1
カ
月
単
位
を
一
口
と
し
て
、
何
口
で
も
申

請
で
き
ま
す

申
請
期
限

対
象
月
の
翌
月
10
日
ま
で

申
請
方
法

磐
田
市
公
式
L
I
N
E
か
ら

賞
品L

I
N
E　

P
a
y　

2
0
0
0
円
分

申
請
に
必
要
な
も
の

・
L
I
N
E
が
使
用
で
き
る
端
末

※
市
公
式
L
I
N
E
と
L
I
N
E　

P
a
y

の
登
録
が
必
要
で
す

・
今
年
と
前
年
の
電
気
使
用
量
が
分
か
る

も
の
（検
針
票
・管
理
画
面
の
画
像
な
ど
）

申
請
手
順

①
磐
田
市
公
式
L
I
N
E
の
申
請
メ

ニ
ュ
ー
か
ら
「節
電
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
タ
ッ
プ

②
案
内
に
従
い

「L
I
N
E　

P
a
y
ナ
ン

バ
ー
」
「住
所
」
「対
象
月
」
「使
用
電
力

量
」
な
ど
を
入
力

③
使
用
電
力
量
が
分
か
る
画
像
を
添
付

※
使
用
電
力
量
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

契
約
し
て
い
る
小
売
電
気
事
業
者
か
中

部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
㈱
磐
田
営
業

所

（
☎
36
ー
9
6
3
4
）
へ

ページ番号

1001518

近
隣
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に

犬▼
必
ず
リ
ー
ド
を
つ
け
ま
し
ょ
う

リ
ー
ド
を
付
け
て
い
な
い
と
動
物
が
苦
手

な
方
や
子
ど
も
に
恐
怖
を
与
え
て
し
ま
う

場
合
が
あ
り
ま
す

▼
フ
ン
や
尿
の
後
始
末
を
し
ま
し
ょ
う

フ
ン
や
尿
を
放
置
す
る
と
、
悪
臭
を
発
し

近
隣
の
住
民
が
迷
惑
し
ま
す

猫▼
置
き
餌
は
や
め
ま
し
ょ
う

飼
い
猫
以
外
の
野
良
猫
や
野
生
動
物
が
餌

を
目
当
て
に
集
ま
り
ま
す
。
餌
は
決
め
た

時
間
と
場
所
で
与
え
、
食
べ
残
し
は
片
付

け
て
く
だ
さ
い

▼
飼
い
猫
は
屋
内
で
飼
育
し
ま
し
ょ
う

屋
外
で
は
、
喧
嘩
に
よ
る
怪
我
や
、
交
通

事
故
で
不
幸
に
も
亡
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
飼
い
猫
を
守
る
た
め
、
屋
内
で
飼

育
を
し
て
く
だ
さ
い

申
請
手
順

（Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
）
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